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■
一
定
所
得
以
上
の
人
は
介
護
サ
ー

ビ
ス
の
自
己
負
担
額
が
２
割
に

　

こ
れ
ま
で
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
１

割
と
し
て
い
た
自
己
負
担
額
が
、
65

歳
以
上
（
第
１
号
被
保
険
者
）
で
一

定
所
得
以
上
の
人
は
２
割
に
な
り
ま

す
。

【
２
割
負
担
と
な
る
人
】

　

本
人
の
合
計
所
得
金
額
（
収
入
か

ら
公
的
年
金
等
控
除
や
給
与
所
得
控

除
、
必
要
経
費
を
控
除
し
た
後
で
、

基
礎
控
除
や
人
的
控
除
な
ど
の
控
除

を
す
る
前
の
所
得
金
額
を
い
い
ま
す
）

１
６
０
万
円
以
上
の
人
。
た
だ
し
、

年
金
収
入
と
そ
の
他
の
合
計
所
得
金

額
の
合
計
が
単
身
で
２
８
０
万
円
未

満
、
65
歳
以
上
（
第
１
号
被
保
険
者
）

の
人
が
２
人
以
上
い
る
世
帯
で
３
４

６
万
円
未
満
の
人
は
１
割
負
担
の
ま

ま
と
な
り
ま
す
。

■
負
担
割
合
証
の
交
付

　

要
介
護
・
要
支
援
認
定
を
受
け
た

人
に
利
用
者
の
負
担
割
合
（
１
割
ま

た
は
２
割
）
を
示
す
証
明
書
を
交
付

し
ま
す
。
介
護
保
険
被
保
険
者
証
と

と
も
に
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

す
る
と
き
に
必
要
に
な
り
ま
す
。

■
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
上
限
額

を
引
き
上
げ

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
場
合

の
自
己
負
担
に
は
、
月
々
の
負
担
の

上
限
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
１
か

月
に
支
払
っ
た
自
己
負
担
の
合
計
が

負
担
の
上
限
を
超
え
た
と
き
は
、
超

え
た
分
が
払
い
戻
さ
れ
ま
す
。

　

所
得
の
高
い
現
役
並
み
所
得
者
に

相
当
す
る
人（
同
一
世
帯
内
に
65
歳
以

上（
第
１
号
被
保
険
者
）で
課
税
所
得

（
収
入
か
ら
公
的
年
金
等
控
除
、必
要

経
費
、給
与
所
得
控
除
な
ど
の
地
方
税

上
の
控
除
金
額
を
差
し
引
い
た
後
の

額
を
い
い
ま
す
）１
４
５
万
円
以
上
の

人
が
い
る
人
）は
、負
担
の
上
限
が
３

万
７
２
０
０
円（
月
額
）か
ら
４
万
４
４

０
０
円（
月
額
）に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

■「
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」

を
支
給
す
る
条
件
を
変
更

　

施
設
サ
ー
ビ
ス
の
居
住
費
と
食
費
は
、

ご
本
人
に
よ
る
負
担
が
原
則
で
す
が
、低

所
得
の
人
に
つ
い
て
は
、食
費
と
居
住
費

の
負
担
軽
減
を
行
っ
て
い
ま
す
。一
定
額

以
上
の
預
貯
金
な
ど
の
資
産
を
お
持
ち

の
人
な
ど
に
は
ご
自
身
で
ご
負
担
い
た

だ
く
よ
う
、基
準
の
見
直
し
を
行
い
ま
す
。

【
変
更
点
】

①
配
偶
者
が
市
民
税
を
課
税
さ
れ
て

い
る
場
合
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

（
世
帯
が
同
じ
か
ど
う
か
は
問
い

ま
せ
ん
）

②
預
貯
金
な
ど
が
単
身
１
千
万
円
、

夫
婦
２
千
万
円
を
超
え
る
場
合
は

対
象
外
と
な
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

　

介
護
高
齢
課
介
護
保
険
室

　

☎
53
‐
２
１
１
１

（
内
線
３
６
１
～
３
６
３
）

高額介護サービス費所得区分　　
区　　分 負担の上限（月額）

現役並み所得者に
相当する人がいる世帯

44,400円（世帯）※新設

世帯内のどなたかが
市民税を課税されている人

37,200円（世帯）

世帯の全員が
市民税を課税されていない人

24,600円（世帯）

・老齢福祉年金を受給している人
・ 前年の合計所得と公的年金収入額

の合計が年間80万円以下の人等

24,600円（世帯）
15,000円（個人）

生活保護を受給している人等 15,000円（個人）

65
歳
以
上
の
人

本人が市民税を
課税されている場合

本人の
合計所得金額が
160万円以上

下記以外の場合

年金収入＋

2割負担

1割負担

1割負担

1割負担

本人の
合計所得金額が
160万円未満

本人が市民税を
課税されていない場合
又は生活保護を受給さ
れている場合

その他の
合計所得 ＜
金額

同一世帯に65歳以上の方
（本人含む）が
1人の場合：280万円
2人以上いる場合：合計346万円

自己負担割合
判定の流れ

【所得要件】
現行
・市民税非課税世帯の方が対象

要件の追加
・世帯が違う配偶者が市民税を課税さ
　れている場合は対象外となります

【資産要件（新）】
預貯金等が一定額以下

配偶者がいる方は、合計2,000万円
配偶者がいない方は1,000万円

対　象　外

市民税
課税

一定額を超える
預貯金等
あり

一定額を超える
預貯金等
なし

市民税
非課税

特定入所者介護サービス費
判定の流れ 対　象　外

食費・居住費の
負担軽減の対象

平
成
27
年
８
月
か
ら

介
護
保
険
制
度
が
変
わ
り
ま
す
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■ 

第
６
期
介
護
保
険
事
業
計

画
を
策
定

　

65
歳
以
上
の
人
の
介
護
保
険
料
は
、

３
年
ご
と
に
見
直
し
を
行
っ
て
い
ま

す
。
平
成
27
年
度
か
ら
29
年
度
ま
で

の
保
険
料
が
決
定
し
ま
し
た
の
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

■ 

保
険
料
が
変
更
と
な
る
主

な
理
由

①
要
介
護
認
定
者
数
と
受
給
者
数
お

よ
び
給
付
費
の
増
加
が
見
込
ま
れ

る
こ
と

②
市
で
は
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

の
待
機
者
の
解
消
を
図
る
た
め
、

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

の
整
備
と
、
在
宅
で
の
介
護
が
困

難
な
要
介
護
者
な
ど
へ
の
サ
ー
ビ

ス
体
制
強
化
の
た
め
、
認
知
症
対

応
型
共
同
生
活
介
護
（
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
）、
小
規
模
多
機
能
型
居

宅
介
護
、
定
期
巡
回
・
随
時
対
応

型
訪
問
介
護
看
護
の
整
備
を
計
画

し
て
お
り
、
給
付
費
の
増
加
が
見

込
ま
れ
る
こ
と

③
給
付
費
に
占
め
る
介
護
保
険
料
で

の
負
担
割
合
を
21
％
か
ら
22
％
に

引
き
上
げ
る
法
律
の
改
正
が
行
わ

れ
た
こ
と

④
介
護
報
酬
が
平
均
２
・
27
％
引
き

下
げ
ら
れ
た
こ
と

⑤
国
の
標
準
段
階
が
９
段
階
に
変
更

さ
れ
、
市
で
は
、
さ
ら
に
合
計
所

得
金
額
６
０
０
万
円
以
上
の
方
を

対
象
に
段
階
を
設
定
し
10
段
階
と

し
た
た
め

■ 

平
成
27
年
度
の
介
護
保
険

料
に
つ
い
て

　

７
月
中
旬
に
介
護
保
険
料
の
確
定

通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

　

な
お
、
７
月
以
降
に
65
歳
の
誕
生

日
を
迎
え
る
人
に
は
、
誕
生
日
の
翌

月
に
送
付
し
ま
す
。

介
護
保
険
料
が

変
わ
り
ま
す

65
歳
以
上
の
皆
さ
ん
の

●平成26年度 ●平成27年度～29年度

所得段階
年間の保険料額
（一月あたり）

所得段階 対象者 保険料率
年間の保険料額
（一月あたり）

第１段階
31,800円

（2,650円）
第１段階

・ 生活保護や老齢福祉年金の受給者
で、世帯全員が市民税非課税の人

・ 本人および世帯全員が市民税非課税
で、前年の「課税年金収入額＋合計
所得金額」が80万円以下の人

基準額×0.45 28,620円
（2,385円）

第２段階
31,800円

（2,650円）

第３段階
47,700円

（3,975円）

第２段階
本人および世帯全員が市民税非課税
で、前年の「課税年金収入額＋合計所
得金額」が80万円超120万円以下の人

基準額×0.70 44,520円
（3,710円）

第３段階
本人および世帯全員が市民税非課税
で、前年の「課税年金収入額＋合計所
得金額」が120万円超の人

基準額×0.75 47,700円
（3,975円）

第４段階
63,600円

（5,300円）

第４段階
本人が市民税非課税で（世帯に市民税
課税者がいる）、前年の「課税年金収入
額＋合計所得金額」が80万円以下の人

基準額×0.90 57,240円
（4,770円）

第５段階
本人が市民税非課税で、世帯に市民税
課税者がいる人

基準額
63,600円

（5,300円）

第５段階
79,500円

（6,625円）

第６段階
本人が市民税課税で前年の合計所得
金額が120万円未満の人

基準額×1.25 79,500円
（6,625円）

第７段階
本人が市民税課税で、前年の合計所得
金額が120万円以上190万円未満の人

基準額×1.35 85,860円
（7,155円）

第６段階
95,400円

（7,950円）

第８段階
本人が市民税課税で、前年の合計所得
金額が190万円以上290万円未満の人

基準額×1.55 98,580円
（8,215円）

第９段階
本人が市民税課税で、前年の合計所得
金額が290万円以上600万円未満の人

基準額×1.75 111,300円
（9,275円）

第10段階
本人が市民税課税で、前年の合計所得
金額が600万円以上の人

基準額×1.85 117,660円
（9,805円）

65歳以上の人の介護保険料

●問い合わせ

　介護保険制度について 介護高齢課介護保険室　☎53－2111（内線361～363）

　介護保険料の通知、納め方について 税務課保険税係　☎53－2111（内線223、224）
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